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ご利用いただ

ける方 

 

 

 

 

 

 

・不動産を所有する法人（代表者所有も含む）および満１８歳以上の個人の方 

・不動産を所有しない個人（事業を営まれていない個人）の方で当金庫所定の新型当座貸越

（スーパーウェーブ）〔信用基準〕を満たす方 

・農業従事者の方で当金庫所定の新型当座貸越（スーパーウェーブ）〔信用基準〕を満たす方 

・当金庫の会員になれる方 

 ①当金庫の地区内に住所または居所を有する方 

 ②当金庫の地区内で事業をされている個人事業者の方および法人 

 上記条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資していただき、会員となる 

ことができます。なお、会員となっていただかなくてもご融資をさせていただくことが可

能な場合もございますので、詳しくは当金庫の職員にお問い合わせください。 

お使いみち ・事業資金並びに生活資金 

ご融資金額 

・事業資金：１０万円以上３,０００万円以内 

・生活資金：１０万円以上１,０００万円以内  

 ただし、不動産を所有しない個人（事業を営まれていない）の方は、１０万円以上２００

万円以内とし、かつ年収の５０％以内。農業従事者の方は、１０万円以上２００万円以内 

ご利用期間 ・１年（ただし、ご契約期限前に再審査させていただき自動更新となります） 

ご融資利率 

・変動金利型：当金庫「短期プライムレート」を基準金利とする周期連動型 

 （短期プライムレート＝短期貸出最優遇金利） 

・基準金利は毎年４月１日および１０月１日を利率変更基準日(以下｢基準日｣という)として年 

２回見直します。 

・ご融資利率を変更する場合、変更後のご融資利率の適用開始日は基準日の翌営業日とさせ

ていただきます。 

お利息計算 

方 法 
・毎日の最終残高について付利単位１円とした１年を３６５日とする日割計算とします。 

ご返済方法 ・随時返済。なお取引終了日には残額を一括返済していただきます。 

保証人・担保 

・保証人：①事業資金の場合 ア：法人 イ：個人事業主 ②生活資金の場合 

①－ア：法律上の取締役、支配株主等。（現行法及び経営者ガイドラインに則った取扱い） 

①－イ：原則不要です。なお、例外として、別紙「事業性融資における連帯保証人加入ガイ

ドライン」の通り加入が必要となる場合があります。 

② １名以上とします。 

・担 保：ご融資限度額５００万円超の場合は物的担保が必要です。 

そ の 他 
・審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、

現在のご融資利率については当金庫の職員にお問い合わせください。 

 

 

 融資－１２ 


